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○
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
非
入
所
者
給
与
金
の
額
）

（
非
入
所
者
給
与
金
の
額
）

第
十
五
条

非
入
所
者
給
与
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、

第
十
五
条

非
入
所
者
給
与
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
非
入
所
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

そ
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
非
入
所
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請

一

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請

求
を
行
う
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
請
求
を
四
月
又
は
五
月
に
行
う
場
合

求
を
行
う
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
請
求
を
四
月
又
は
五
月
に
行
う
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（

に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（

同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十

同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十

八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（

八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市

町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦

町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦

課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を

課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を

い
う
。
）
で
あ
る
認
定
非
入
所
者

七
万
千
三
百
九
十
円

い
う
。
）
で
あ
る
認
定
非
入
所
者

六
万
九
千
百
八
十
円

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
認
定
非
入
所
者

五
万
三
千
六
百
八
十
円

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
認
定
非
入
所
者

五
万
二
千
二
十
円

２

認
定
非
入
所
者
の
属
す
る
世
帯
に
お
い
て
認
定
非
入
所
者
が
、
認
定
非
入

２

認
定
非
入
所
者
の
属
す
る
世
帯
に
お
い
て
認
定
非
入
所
者
が
、
認
定
非
入

所
者
又
は
認
定
退
所
者
で
な
い
配
偶
者
又
は
一
親
等
の
尊
属
を
扶
養
す
る
と

所
者
又
は
認
定
退
所
者
で
な
い
配
偶
者
又
は
一
親
等
の
尊
属
を
扶
養
す
る
と

き
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
認
定
非
入
所
者
に
支
給
す
る
非
入
所
者
給
与
金
の

き
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
認
定
非
入
所
者
に
支
給
す
る
非
入
所
者
給
与
金
の

月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
月
額
に
一
万
四

月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
月
額
に
一
万
四

千
九
百
四
十
円
を
当
該
世
帯
に
属
す
る
認
定
非
入
所
者
の
数
で
除
し
て
得
た

千
四
百
八
十
円
を
当
該
世
帯
に
属
す
る
認
定
非
入
所
者
の
数
で
除
し
て
得
た

額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
支
給
停
止
）

（
支
給
停
止
）

第
二
十
三
条

非
入
所
者
給
与
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

第
二
十
三
条

非
入
所
者
給
与
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

。

。

一

認
定
非
入
所
者
の
前
年
の
所
得
に
基
づ
き
算
出
し
た
課
税
総
所
得
金
額

一

認
定
非
入
所
者
の
前
年
の
所
得
に
基
づ
き
算
出
し
た
課
税
総
所
得
金
額
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が
、
法
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
直
接
の
原
因
と
し
て
一
時

が
、
法
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
直
接
の
原
因
と
し
て
一
時

的
に
百
四
十
一
万
四
千
円
を
下
回
る
と
き
。

的
に
百
三
十
九
万
三
千
円
を
下
回
る
と
き
。

二

（
略
）

二

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

令
和
六
年
三
月
以
前
の
月
分
の
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
ハ
ン
セ

ン
病
療
養
所
非
入
所
者
給
与
金
（
次
項
に
お
い
て
「
非
入
所
者
給
与
金
」
と
い
う
。
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
非
入
所
者
給
与
金
の
支
給
の
停
止
に
係
る
非
入
所
者
給
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
令

和
六
年
七
月
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


